
今、小児科医として改めて
知っておきたいHPVワクチン
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おひげせんせいのこどもクリニック
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　2022年4月からヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチ
ンの積極的接種勧奨が再開され、昨年4月からは、9価
HPVワクチンが定期接種およびキャッチアップ接種ワク
チンとして活用できるようになりました。また、15歳未満
に対しては、9価ワクチンの2回接種も可能になりました。
しかし他の小児期の定期接種ワクチンと比べ、HPVワク
チンの接種率は低迷したままです。このワクチンは小学
校6年生から定期接種の対象であり、今後の接種率向上
のためには、子どもたちのかかりつけ医である小児科医
の役割が非常に重要であると考えます。またメディカルス
タッフを含む医療従事者が、HPVワクチンに関する最新
の情報を知り、ワクチン対象者や保護者の方に正確な情
報提供を行っていく必要があります。本セミナーでは
HPVワクチンのこれまでとこれからについて、わかりやす
く解説すると共に、これまで私が小児科開業医としてい
かにHPVワクチン対象者やその保護者にこのワクチンの
有用性と安全性を伝え、接種に結び付けてきたかについ
て、具体的な方法についても触れていきます。
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病気や障がいをもつこどものための
”こどもまんなか”チーム医療
平田　美佳
順天堂大学大学院医療看護学研究科　小児看護学部

　2022年6月にこども基本法が成立し、翌年４月の施行
と同時にこども家庭庁が創設され、今まさにわが国では
こどものための社会づくりが始まったところです。こども
家庭庁は、「こどもがまんなかの社会を実現するために、
こどもの視点に立って意見を聴き、こどもにとっての一番
の利益を考え、こどもと家庭の福祉や健康の向上を支援
し、こどもの権利を守るためのこども政策に強力なリー
ダーシップをもって取り組みます」と謳っています。1994
年にわが国が児童の権利に関する条約を批准してから
約30年を経ての本法案の制定は、うがった見方をすれば、
日本で長年こどもの権利が守られていない状態が続い
てきたことを示しているのではないでしょうか。
　社会福祉分野の堀正嗣氏は「こどもの声は小さくて、
おとなや社会には届きません。小さいというのは力が弱
いということです。社会では、どうしても声の大きい人、つ
まり力（権力）のある人の意向でものごとが決まっていき
ます。そうした中では、こどもの声は抑え込まれたりして
無視されがちです」と述べています。小児医療の対象で
ある病気や障がいをもち入院しているこどもは、“こども
である”と“患者である”という二重の弱い立場におかれ
ています。ですから、病院ではこどもの声がもっと小さく、
医療者や時には親という声の大きい人の意向でものごと
が決まっていくということが起こりやすいのです。私たち
医療者には、こどもの発する言葉、言葉にはならないこ
どもの心の声にしっかりと耳を傾け心を寄せ、その小さ
な声を大きくし、その声に応じて手を施すケアを行うとい
うアドボケーターとしての役割を求められています。
　多忙極める小児医療の現場で、その役割を遂行する
のは容易ではないことを、私自身30年に渡る臨床経験の
なかで痛いほど感じてきました。理想とすることすべて
を実現するのは難しいかもしれませんが、無理だと諦め
るのではなく、一歩ずつ前進させていこうという志を持ち
続けることが大切です。そして実際に、同じ志を持つ仲
間と協働することによって、実現不可能だと感じていたこ
とが実現されるという事実を数多く経験してきました。
小児医療には、私が新人看護師のときには存在しなかっ
たような様々なこどものサポーターとなる職種が生まれ、
活躍するようになってきました。病気や障がいをもつこど
ものための医療やケアを提供するためには、チーム医療
が最も大切であり不可欠です。本講演では、タイトルに示
した「こどもまんなか”チーム医療」を体現した私自身が
所属していたかつてのチームでの臨床経験をご紹介しな
がら、チーム医療のこどもにとっての意義についてお話し
させていただきます。
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夜尿症の診療テクニック
～アラーム療法をやってみよう！
大友　義之
順天堂大学医学部附属練馬病院　小児科
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　夜尿症は5歳の段階で夜間就眠中に尿失禁を月に１回
以上の頻度で3ヶ月以上連続して続くものと定義される
が、積極的な治療が行われるのは小学校入学後（６歳の
時点）であることが一般的である。
　国内外のガイドライン（下記参照）で第１選択の治療
は、デスモプレシンを用いた薬物療法と、アラーム療法の
いずれかか、両者の併用とされている。アラーム療法は、
患児とその養育者及び医療者にとっても若干手間が掛か
るため敬遠されがちであるが、適切に行われれば、薬物
治療と同等の有効性であるのみならず、終了後の再発の
リスクが少ないため夜尿の治癒という点で薬物治療を上
回るものである。
　本セミナーでは、最新の夜尿症治療の流れを概説し、
特に、アラーム治療のコツを詳細に紹介したい。
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HPVワクチンの効果的な推奨方法
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アレルギーを制する腸内環境を‒授乳期は
ビフィズス菌、離乳期以降は酪酸菌が作用する
永田　　智
東京女子医科大学 小児科
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　「腸内細菌叢は、3歳までに構築され、その後の生涯を
通して大きな変化はない」というのが現在の腸内細菌学の
一般的な考え方である。なぜそういわれているかいうと、
ある年齢以降に外来的に細菌を経腸投与しても、腸管に
は生着しないからである（colonization resistanceと呼ば
れる現象である）。しかし、そうであれば、プロバイオティ
クスは幼少期にこそ必要という考えもでてきてしまう。
　2016年のScience誌のある報告から、腸内細菌叢の
構成図は、妊娠期にすでに作られていることが推定され、
それに基づいて細菌叢が生着し終わるのが概ね3歳くら
いということではないか という と新しい解釈が出てき
た。即ち、出生後にいくらプロバイオティクスを経腸投与
したとしても、colonization resistanceは既に確定して
いるので、生着はできないということになる。
　2019年のCell誌の報告では、自閉症スペクトラムなど
ある疾患の予防に、妊娠期、授乳期の母体栄養が深くか
かわり、ある種の精神疾患は、腸内細菌叢が関連したも
のであることが示唆されるようになった。2 017年の
Nature誌では、胎児期の免疫はむしろ過剰であること
が示され、2018年のSci Immunol誌の論文より、授乳期
の乳児腸内のBif idobacter iumにより産生誘導される
Tregにより過剰免疫が抑制されるとされた。
離乳期から生涯にわたるT r e g の再 生誘導は、
epigenomicな機構により酪酸菌に引き継がれていること
は、2014年にNat Immunol誌から発せられた本邦発の
知見としてよく知られている。
　このようにこれまで、「アトピー体質」という遺伝的な
原因で発症が規定されており、根本的な治療がない疾患
とされていたアレルギー疾患の発症に、腸内環境が深く
関わっていることが少しずつわかってきて、その起点は、
妊娠中（胎児期）にまでさかのぼるという。
　母体栄養を管理する医師は、産科医と小児科医のどち
らとも明確には決まっていないが、母体栄養が、将来的
な出生時のアレルギー疾患をはじめとした数々の疾患発
症のカギになりうることに着眼していただきたい。またこ
れまで整腸薬としてしか知られてこなかった薬剤に、
様々な疾患の発症をコントロールする力がありうることに
ついても、焦点を当てるべきと考える。
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